
平成２７年度 第２回恵庭市情報公開・個人情報保護審査会 

平成２７年７月３０日（木）１３時３０分～

市役所３階 ３０１・３０２会議室

１ 委嘱状の交付 

２ 市長挨拶 

３ 会長及び副会長の選出 

４ 会長・副会長挨拶 

５ 自己紹介 

６ 諮 問 

７ 報 告  

平成２６年度公文書公開状況及び個人情報開示状況について 

８ 議 事 

(諮問事項)①臨時福祉給付金・子育て世代臨時特例給付金事業実施に係る個人情

報の目的外利用及び外部提供について

     ②一定以上所得者の介護サービスの利用に係り、事業所へ利用者負担

割合を外部提供することについて 

９ その他 ①恵庭市個人情報保護条例の一部改正について 

      ②特定個人情報保護評価書について 

      ③前回の諮問・答申事項に係る運用状況の報告 

１０ 閉 会 



公開 一部公開 非公開 不存在 取下げ 存否応答拒否

市長 27 18 6 0 0 3 0 0

議会 1 1 0 0 0 0 0 0

教育委員会 3 2 1 0 0 0 0 0

選挙管理委員会 4 2 2 0 0 0 0 0

消防長 5 5 0 0 0 0 0 0

計 40 28 9 0 0 3 0 0

全部開示 一部開示 非開示 不存在 取下げ 存否応答拒否

市長 70 69 1 0 0 0 0 0

計 70 69 1 0 0 0 0 0

※公開、開示請求のなかった実施機関は掲載を省略しました。

実施機関
請求
件数

不服
申立て

開示請求に対する決定内容

実施機関

平成２６年度　公文書公開・個人情報開示請求件数

■個人情報開示請求及び決定の状況

■公文書公開請求及び決定の状況

不服
申立て

請求
件数

公開請求に対する決定内容
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様式第１０号 

個人情報保護制度運営審査諮問書 

  第   号 

 平成  年 月 日 

  様 

恵庭市長  原 田   裕 印 

 恵庭市個人情報保護条例第9条第1項第4号の規定により個人情報保護制度の運営審

査事項について諮問いたします。 

諮 問 事 項 の 区 分 

□ 本人以外のものからの収集(第7条第3項第6号) 

□ 思想、信条及び信教に関する個人情報その他社会的差別の原

因となる個人情報の収集(第7条第5項第2号) 

■ 目的外利用(第9条第1項第4号) 

■ 外部提供(第9条第1項第4号) 

□ オンライン結合による提供(第10条第2項) 

□ 開示をしないことができる個人情報の判断(第18条第5号) 

諮問事項に係る個人

情報の件名又は内容 

臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金事業実施にかかる 

個人情報目的外利用及び外部提供 別紙のとおり 

諮 問 内 容 

平成26年4月1日から消費税率が8％に引き上げられたことに伴

い、政府が低所得者対策として暫定的・臨時的な給付措置として

臨時福祉給付金事業を実施する。また併せて消費税率引き上げに

際し、子育て世帯への影響を緩和するとともに、消費の下支えを

図る観点から臨時的に子育て世帯臨時特例給付金事業を行うも

ので児童手当の上乗せではなく臨時福祉給付金と類似の給付金

として支給する。 

以上の事業を実施するため関係データ情報の目的外利用および

一部外部提供(業者へのデータ抽出の依頼に使用)をするもので

す。 

別紙のとおり 

主 管 課 別紙のとおり 
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個人情報の件名及び諮問内容一覧

諮問事項に係る個人情報の件名又は内容 諮問内容 主管課

平成27年度の住民税情報。平成27年度の課
税・非課税・未申告対象者情報

市町村民税（均等割）が課税されていない者（市町
村民税（均等割）が課税されている者の扶養親族
等を除く）の確認に際し個人情報目的外利用する

税務課

児童手当の受給者

子育て世帯臨時特例給付金は、 基準日 （平成27
年5月31日） における住所地の市町村が、平成27
年6月分の児童手当受給者に対して支給すること
を基本とするため 、受給者・対象児童情報及び口
座情報について個人情報目的外利用する

子ども家庭課

母子生活支援施設に入所している児童等及び
保護者

基準日(平成27年1月1日及び平成27年5月31日)時
点で措置入所に該当している場合には、保護者の
扶養親族等ではないものとみなして給付金の支給
に関する審査を行うため、個人情報目的外利用及
び外部提供する

子ども家庭課

障害者虐待防止法の規定による措置入所者及
び養護者

基準日(平成27年１月1日）時点で措置入所等障害
者に該当している場合には、養護者の扶養親族等
ではないものとみなして給付金の支給に関する審
査を行うため、個人情報目的外利用及び外部提供
する

障がい福祉課

障害者総合支援・身体障害者福祉法・知的障
害者福祉法の規定による入所措置が採られて
いる入所児童及び保護者

基準日(平成27年１月1日及び平成27年5月31日)
時点で措置入所に該当している場合には、保護者
の扶養親族等ではないものとみなして給付金の支
給に関する審査を行うため、個人情報目的外利用
及び外部提供する

障がい福祉課

高齢者の虐待防止、高齢者の養護者に関する
法律の規定による措置入所者及び養護者

基準日(平成27年１月1日)時点で措置入所等高齢
者に該当している場合には、養護者の扶養親族等
ではないものとみなして給付金の支給に関する審
査を行うため、個人情報目的外利用及び外部提供
する

介護福祉課
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臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金 事業概要

臨時福祉給付金 

平成 26 年 4 月 1 日の消費税率の引上げに際し、所得の低い方々への負担の影響に鑑み、暫定的・

臨時的な措置として実施。 

●支給対象者  

基準日（平成 27 年 1 月 1 日）において、恵庭市に住民登録されている方で平成 27 年度分（平成

26 年中）の市民税（均等割）が課税されていない方（市民税（均等割）が課税されている者の扶養親

族及び生活保護受給者は除く） 

●支給額 

・１人につき 6,000円 

●扶養関係に関わらず支給対象となる可能性がある者 

配偶者からの暴力を理由に避難されており、現在恵庭市にお住まいの方 

児童福祉施設に入所している児童等で、現在恵庭市にお住まいの方 

障害者や高齢者で虐待を受け、入所措置が採られている方で、平成 27 年 1 月 1 日時点で住民票が

恵庭市にある方 

子育て世帯臨時特例給付金 

消費税率の引上げに際し、子育て世帯への影響を緩和するとともに、子育て世帯の消費の下支えをは

かる観点から、臨時的な給付措置として実施。 

●支給対象者 

基準日（平成 27 年 5 月 31 日）において平成 27 年 6 月分の児童手当（特例給付を除く）の受給

者及び要件を満たす者 

●対象児童 

支給対象者の平成27年6月分の児童手当の対象となる児童 

●支給額 

対象児童１人につき 3,000円 

●平成２７年６月分の児童手当の受給の有無に関わらず支給対象となる可能性がある者 

配偶者からの暴力を理由に避難されており、現在恵庭市にお住まいの方 

児童福祉施設に入所している児童等で、現在恵庭市にお住まいの方 

臨時福祉給付金については下記に該当する方は対象外となります。 

・平成2７年1月1日から支給決定がされる前の間に亡くなられた場合 

・生活保護制度の被保護者 

・中国残留邦人等に対する支援給付の受給者 （生活保護被保護者に準ずる） 

・国立ハンセン病療養所等入所者家族生活援護費の受給者  （所管庁 厚生労働省）  

・ハンセン病療養所非入所者給与金（援護加算分）の受給者 （所管庁 厚生労働省） 

・外国人の方で、短期滞在者及び不法滞在者 
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恵庭市個人情報保護条例の一部改正について（概要）

１ 条例改正の趣旨

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（マイナンバ

ー法）が制定され、すべての国民に「個人番号」が付番されることとなりました。「個人番

号」は個人情報に該当するため、恵庭市個人情報保護条例の規定が適用されますが、マイナ

ンバー法は、「個人番号」をその内容に含む「特定個人情報」及び「情報提供等記録」につ

いて、より厳格な保護措置を講ずることを求めていることから、これに対応するために恵庭

市個人情報保護条例の一部を改正します。

２ 条例改正の内容

１）定義の追加【第２条】

個人情報の定義の改正、特定個人情報、情報提供等記録及び保有特定個人情報の定義

を追加した。

２）利用目的以外の目的での利用及び提供の制限に関する規定【第９条及び第９条の２】

特定個人情報についての利用目的以外の目的での利用について、通常の個人情報よ

り厳格に利用が許容される例外事由を限定して規定した。

３）開示・訂正・利用停止に関する規定

【第１３条、第１４条、第１９条、第２０条及び第２１条】

   特定個人情報については本人の関与について一層の保護が必要であることから、本

人、法定代理人及び任意代理人に対しても開示、訂正等の請求ができるよう規定した。

４）存否を明らかにしない決定を追加【第１８条の２】

   開示請求等に対し請求対象の個人情報の存否自体を明らかにすることなく開示請求

を拒否することができる規定を設けた。存否自体が明らかになることにより、不開示情

報の規定により保護しようとしている利益が損なわれることがあるため、それを保護

しようとするものである。（例：ＤＶ被害者の所在等）

５）利用停止の請求に関する規定【第１９条の２、第２０条、第２１条及び第２３条】

番号法では、特定個人情報について、番号法に違反する行為のうち特に不適切な場合に

利用停止請求を認めているため、個人情報保護条例においても同様の措置を講じるもの

である。  

現行条例第２３条において「是正の申出」としていた規定を文言整理し、第１９条の２

において「利用停止の請求」として規定し直し、第２３条は“削除”とした。

６）開示手数料等の減免に関する規定【第２２条】

訂正、削除、利用停止については、開示請求の閲覧等と同様に無料として規定した。
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７）他の法令等との調整に関する規定【第２７条】

   特定個人情報については、他の法令等に定めがある場合も番号法に基づくマイ・ポー

タルを通じた開示を可能とする必要があるため、本条の適用除外とした規定を置いた。

８）訂正の通知先に関する規定【第２１条の２及び第２１条の３】

   個人情報及び特定個人情報を訂正した場合に、その個人情報及び特定個人情報の提

供先等に通知することを規定した。

９）文言整理等【７条、９条、第１６条、第１８条、第２４条及び第３０条】

   今回の条例の改正に合わせて「一に」を「いずれかに」改め、「の各号」を削る等の

文言整理及び今回の改正に伴う文言の修正を行った。

３ 一部改正条例の施行日

   特定個人情報の取扱いについての規定は番号法附則第１条本文に定める日（平成 

２７年１０月）から、情報提供等記録の取扱いについての規定は番号法附則第１条第５

号に掲げる規定の日（平成２９年１月）から、それ以外の規定は公布の日から施行する。

４ 一部改正条例

  別紙の新旧対照表のとおり
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恵庭市個人情報保護条例新旧対照表（抄）

現行 改正案

第 1条 (略) 

(定義) 
第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各
号に定めるところによる。

(1)～(2) (略) 
(3) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、
又は識別され得るものであり、文書、図画、写真、フィルム、磁気

テープその他これらに類するものに記録されたものをいう。ただ

し、法人その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報に含
まれる当該法人等の役員に関する情報を除く。

第 1条 (略) 

(定義) 
第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各
号に定めるところによる。

(1)～(2) (略) 
(3) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関
する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別さ
れ得るものであり、文書、図面、写真、フィルム、磁気テープその

他これらに類するものに記録されたもの及び特定個人情報のうち

事業を営む個人の当該事業に関する情報をいう。

(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律（平成 25年法律第 27号。以下「番号
法」という。）第 2条第 8項に規定する特定個人情報をいう。

(5) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項に規定する記
録に記録された特定個人情報をいう。

(6) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得
した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用

するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただ

し、公文書に記録されているものに限る。
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現行 改正案

第 3条～第 6条 (略) 

(収集の制限) 
第 7条 (略) 
2 (略) 
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければ
ならない。ただし、次の各号の一に   該当するときは、この限り

でない。

(1)～(6) 
4 (略) 
5 実施機関は、思想、信条及び信教に関する個人情報その他社会的差
別の原因となる個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号の

一に   該当するときは、この限りでない。

(1)～(2) (略) 

第 8条 (略) 

(利用及び提供の制限) 
第 9条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的に個人情報
                     を実施機関内部にお

いて利用(以下「目的外利用」という。)し、又は実施機関以外のもの

第 3条～第 6条 (略) 

(収集の制限) 
第 7条 (略) 
2 (略) 
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければ
ならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限り

でない。

(1)～(6) 
4 (略) 
5 実施機関は、思想、信条及び信教に関する個人情報その他社会的差
別の原因となる個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号の

いずれかに該当するときは、この限りでない。

(1)～(2) (略) 

第 8条 (略) 

(利用及び提供の制限) 
第 9 条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的に個人情報

(保有特定個人情報を除く。次項において同じ。)を実施機関内部にお
いて利用(以下「目的外利用」という。)し、又は実施機関以外のもの
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現行 改正案

へ提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、次の各
号の一に   該当するときは、この限りでない。

(1)～(4) (略) 
2～3 (略) 

へ提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、次の各
号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1)～(4) (略) 
2～3 (略) 

(保有特定個人情報の利用の制限) 
第 9条の 2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情
報(情報提供等記録を除く。次項において同じ。)を自ら利用してはな
らない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産
を保護するために必要である場合であって、本人の同意があり、又は

本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のた

めに保有特定個人情報を利用することができる。ただし、保有特定個

人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本

人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められ

るときは、この限りでない。

(保有特定個人情報の提供の制限) 
第 9条の 3 実施機関は、番号法第 19条各号のいずれかに該当する場
合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
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現行 改正案

第 10条～第 11条 (略) 

(委託に伴う措置等) 
第 12条 (略) 
2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたものは、当該委託さ
れた事務の範囲内でのみ個人情報を取扱う ものとし、実施機関が行

うのと同様に、細心の注意をもって適正な管理に努めなければならな

 い。

3 (略) 

(開示を請求できる者) 
第 13条 何人も、実施機関に対し、自己に関する個人情報     

の開示(当該個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含
む。以下同じ。)を請求することができる。

2 特別な理由があると実施機関が認める場合は、本人に代わって、代
理人                             

                      が前項の規定によ

る開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(開示請求の方法) 

第 10条～第 11条 (略) 

(委託に伴う措置等) 
第 12条 (略) 
2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたものは、当該委託さ
れた事務の範囲内でのみ個人情報を取り扱うものとし、実施機関が行

うのと同様に、細心の注意をもって適正な管理に努めなければならな

い。

3 (略) 

(開示を請求できる者) 
第 13条 何人も、実施機関に対し、自己に関する個人情報(保有特定個
人情報を含む。次項及び次条から第 18条の 3までにおいて同じ。)  
の開示(当該個人情報が存在しないときにその旨を知らせることを含
む。以下同じ。)を請求することができる。

2 特別な理由があると実施機関が認める場合は、本人に代わって、代
理人(保有特定個人情報の場合にあっては、未成年者若しくは成年被
後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)が前項の規定によ
る開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

(開示請求の方法) 

1
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現行 改正案

第 14条 (略) 
2 開示請求者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人
情報の本人又はその代理人                  

                 であることを明らかにするた

めに必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなけ

ればならない。

第 15条 (略) 

(開示の方法) 
第 16条 (略) 
2 個人情報の開示は、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定め
る方法により行うものとする。

(1)～(3) (略) 
(4) その他の物に記録されている個人情報 前各号に規定する方法
に準じた方法

3～4 (略) 

第 17条 (略) 

(開示しないことができる個人情報) 

第 14条 (略) 
2 開示請求者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人
情報の本人又はその代理人(保有特定個人情報の場合にあっては、法
定代理人又は本人の委任による代理人)であることを明らかにするた
めに必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなけ

ればならない。

第 15条 (略) 

(開示の方法) 
第 16条 (略) 
2 個人情報の開示は、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定め
る方法により行うものとする。

(1)～(3) (略) 
(4) その他の物に記録されている個人情報 前 3 号に規定する方法
に準じた方法

3～4 (略) 

第 17条 (略) 

(開示しないことができる個人情報) 

1
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現行 改正案

第 18条 実施機関は、第 13条の規定にかかわらず、開示請求に係る
個人情報が次の各号の一に   該当するときは、当該個人情報の

全部又は一部について開示をしないことができる。

(1)～(5) (略) 

第 18条の 2 (略) 

(訂正を請求できる者) 
第 19条 実施機関が保有する自己に関する個人情報に事実の誤りがあ
ると認める者は、実施機関に対して、その訂正(削除を含む。以下同
じ。)を請求(以下「訂正請求」という。)することができる。

第 18条 実施機関は、第 13条の規定にかかわらず、開示請求に係る
個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の

全部又は一部について開示をしないことができる。

(1)～(5) (略) 

(存否を明らかにしないことができる個人情報) 
第 18条の 2 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る個人
情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示するこ

ととなるときは、当該個人情報の存否を明らかにしないで当該開示

請求を拒否する(以下「存否を明らかにしない決定」という。)こと
ができる。

2 実施機関は、前項の規定を適用した場合には、審査会に報告しなけ
ればならない。

3 第 15条第 3項の規定は、存否を明らかにしない決定に準用する。

第 18条の 3 (略) 

(訂正又は削除の請求) 
第 19条 何人も、自己の情報について事実の記録に誤りがあると認め
るときは、実施機関に対して、当該自己の情報の訂正を請求すること

ができる。

1
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現行 改正案

2 第 13条第 2項の規定は、訂正請求について準用する。 2 何人も、第 7条第 1項の規定による制限を超え、又は第 7条第 2項
及び第 3項の規定に違反して自己に関する個人情報(自己に関する保
有特定個人情報を除く。この項において同じ。)が収集されたと認め
るときは、実施機関に対して当該自己に関する個人情報の削除を請

求することができる。

3 何人も、自己に関する保有特定個人情報（情報提供等記録を除く。）
が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対して

当該自己に関する保有特定個人情報の削除を請求することができる。

(1) 第 7条第 1項の規定による制限を超えて収集されたとき。
(2) 第 9条の 2第 1項及び第 2項の規定に違反して利用されたとき。
(3) 番号法第 20条の規定に違反して収集され、又は保管されている
とき。

(4) 番号法第 28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファ
イル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。
次条第 2項第 3号において同じ。)に記録されているとき。

(5) 実施機関により適法に収集されたものでないとき。
4 第 13条第 2項及び第 14条第 2項の規定は、訂正又は削除の請求に
ついて準用する。

(利用停止の請求) 
第 19条の 2 何人も、実施機関が第 9条第 1項の規定に違反して自己

1
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現行 改正案

(訂正請求の方法) 
第 20 条 訂正請求を             しようとする者(以
下「訂正請求者 」という。)は、実施機関に対して、次に掲げる事
項を記載した請求書を提出しなければならない。

に関する個人情報の目的外利用及び外部提供をしようとし、又はして

いると認めるときは、実施機関に対して当該自己に関する個人情報の

目的外利用及び外部提供の停止(以下「利用停止」という。)を請求す
ることができる。

2 何人も、自己に関する保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。) 
が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し

て当該自己に関する保有特定個人情報の利用停止を請求することが

できる。

(1) 第 9条の 2第 1項及び第 2項の規定に違反して利用されたとき。
(2) 番号法第 20条の規定に違反して収集され、又は保管されている
とき。

(3) 番号法第 28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファ
イルに記録されているとき。

(4) 番号法第 19条の規定に違反して提供されているとき。
3 第 13条第 2項及び第 14条第 2項の規定は、利用停止の請求につい
て準用する。

(訂正若しくは削除又は利用停止の請求の方法) 
第 20 条 訂正若しくは削除又は利用停止の請求をしようとする者(以
下「訂正等請求者」という。)は、実施機関に対して、次に掲げる事
項を記載した請求書を提出しなければならない。
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現行 改正案

(1) (略) 
(2) 訂正            を求める箇所及び内容
(3) (略) 

2 訂正請求者 は、実施機関に対して、当該訂正         
   を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出

し、又は提示しなければならない。

3 第 14条第 2項の規定は、訂正請求者 について準用する。

(訂正請求に対する決定等) 
第 21条 実施機関は、前条第 1項の請求書を受理したときは、当該請
求書を受理した日の翌日から起算して 30 日以内に必要な調査を行
い、訂正請求に係る個人情報の訂正をする旨又はしない旨の決定をし

 なければならない。

2 実施機関は、前項の訂正をする旨の決定をしたときは、速やかに訂
正請求に係る個人情報の訂正     をしたうえ、訂正請求者 

 に対し、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第 1項の訂正を            しない旨の
 決定をしたときは、訂正請求者 に対し、速やかに当該決定の内容を

書面により通知しなければならない。この場合において、実施機関は、

当該書面にその理由を付記しなければならない。

(1) (略) 
(2) 訂正若しくは削除又は利用停止を求める箇所及び内容
(3) (略) 

2 訂正等請求者は、実施機関に対して、当該訂正若しくは削除又は利
用停止を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出

し、又は提示しなければならない。

3 第 14条第 2項の規定は、訂正等請求者について準用する。

(訂正若しくは削除又は利用停止の請求に対する決定) 
第 21条 実施機関は、前条第 1項の請求書を受理したときは、当該請
求書を受理した日の翌日から起算して 30 日以内に必要な調査を行
い、訂正若しくは削除又は利用停止の請求に対する許諾を決定  し

なければならない。

2 実施機関は、前項の決定       をしたときは、速やかに当
該個人情報の訂正若しくは削除又は利用停止をしたうえ、訂正等請求

者に対し、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第 1項の訂正若しくは削除又は利用停止をしない旨の
 決定をしたときは、訂正等請求者に対し、速やかに当該決定の内容を

書面により通知しなければならない。この場合において、実施機関は、

当該書面にその理由を付記しなければならない。

4 実施機関は、前項の規定による通知を行った後、遅滞なく当該個人
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現行 改正案

4 第 15条第 4項及び第 5項の規定は、訂正請求        
    に対する決定について準用する。

(費用の負担) 
第 22条 この条例の規定による個人情報の閲覧、視聴又は訂正若しく

情報の訂正若しくは削除又は利用停止の内容及び処理結果を審査会

に報告しなければならない。

5 第 15条第 4項及び第 5項の規定は、訂正若しくは削除又は利用停
止の請求に対する決定について準用する。

(個人情報の提供先への通知) 
第 21条の 2 実施機関は、訂正決定に基づく個人情報(情報提供等記録
を除く。)の訂正の実施をした場合において、必要があると認めると
きは、当該個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面によ

り通知するものとする。

(情報提供等記録の提供先への通知) 
第 21条の 3 実施機関は、訂正決定に基づき実施機関が保有する情報
提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めると

きは、総務大臣及び番号法第 19条第 7号に規定する情報照会者又は
情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であっ
て、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を
書面により通知するものとする。

(費用の負担) 
第 22条 この条例の規定による個人情報の閲覧、視聴又は訂正若しく

1
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現行 改正案

は是正等     については、無料とする。

2 (略) 

(是正の申出) 
第 23条 実施機関が自己に関する個人情報を不適正に取り扱っている
と認める者は、実施機関に対して、その取扱いの是正の申出(以下「是
正の申出」という。)をすることができる。

2 是正の申出をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事
項を記載した申出書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所
(2) 不適正であると認める個人情報の取扱い
(3) 是正を求める内容
(4) その他実施機関の定める事項

3 実施機関は、前項の申出書を受理したときは、遅滞なく必要な調査
を行い、当該是正の申出をした者に対し、当該是正の申出に係る個人

情報の取扱いを是正する旨又はしない旨を、書面により通知しなけれ

ばならない。

4 実施機関は、前項の規定による通知を行った後、遅滞なく当該是正
の申出の内容及び処理結果を審査会に報告しなければならない。

5 第 13条第 2項及び第 14条第 2項の規定は、是正の申出について準
用する。

は削除又は利用停止については、無料とする。

2 (略) 

第 23条 削除

1
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(不服申立て) 
第 24条 実施機関は、第 15条第 1項又は第 21条第 1項の決定につい
て行政不服審査法(昭和 37年法律第 160号)の規定に基づく不服申立
てがあったときは、遅滞なく審査会に諮問し、その答申を尊重して、

当該不服申立てについての決定をしなければならない。ただし、次の

各号に掲げるものを除く。

(1) (略) 
(2) 当該不服申立てに係る個人情報の全部若しくは一部を非開示と
する決定又は訂正請求に対して訂正              

       をしない旨の決定を取り消したとき。

第 25条～第 26条 (略) 

(他の法令等との調整) 
第 27条 法令等に、個人情報             の記録の閲
覧、縦覧、視聴若しくは謄本、抄本その他の写しの交付又は訂正若し

くは削除      に関する定めがあるときは、当該法令等の定め

るところによるものとする。

第 28条～第 29条 (略) 

 (不服申立て) 
第 24条 実施機関は、第 15条第 1項又は第 21条第 1項の決定につい
て行政不服審査法(昭和 37年法律第 160号)の規定に基づく不服申立
てがあったときは、遅滞なく審査会に諮問し、その答申を尊重して、

当該不服申立てについての決定をしなければならない。ただし、次 

  に掲げるものを除く。

(1) (略) 
(2) 当該不服申立てに係る個人情報の全部若しくは一部を非開示と
する決定若しくは存否を明らかにしない決定又は訂正若しくは削

除又は利用停止をしない旨の決定を取り消したとき。

第 25条～第 26条 (略) 

(他の法令等との調整) 
第 27条 法令等に、個人情報(保有特定個人情報を除く。)の記録の閲
覧、縦覧、視聴若しくは謄本、抄本その他の写しの交付又は訂正若し

くは削除又は利用停止に関する定めがあるときは、当該法令等の定め

るところによるものとする。

第 28条～第 29条 (略) 
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現行 改正案

(市長の調整) 
第 30条 市長は、この条例による個人情報保護制度の円滑かつ統一的
な実施を図るうえで必要があると認められるときは、他の実施機関に

対し、個人情報の開示又は訂正            に関し、報

告を求め、又は助言することができる。

第 31条 (略) 

(市長の調整) 
第 30条 市長は、この条例による個人情報保護制度の円滑かつ統一的
な実施を図るうえで必要があると認められるときは、他の実施機関に

対し、個人情報の開示又は訂正若しくは削除又は利用停止に関し、報

告を求め、又は助言することができる。

第 31条 (略) 
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様式第１０号 

個人情報保護制度運営審査諮問書 

 第     号 

 平成  年  月  日 

  様 

恵庭市長  原 田   裕 印 

 恵庭市個人情報保護条例第9条第1項第4号の規定により個人情報保護制度の運営審

査事項について諮問いたします。 

諮 問 事 項 の 区 分 

□ 本人以外のものからの収集(第7条第3項第6号) 

□ 思想、信条及び信教に関する個人情報その他社会的差別の原

因となる個人情報の収集(第7条第5項第2号) 

□ 目的外利用(第9条第1項第4号) 

 外部提供(第9条第1項第4号) 

□ オンライン結合による提供(第10条第2項) 

□ 開示をしないことができる個人情報の判断(第18条第5号) 

諮問事項に係る個人

情報の件名又は内容 

一定以上所得者の介護サービスの利用に係り、事業所へ利用者負

担割合を外部提供することについて 

諮 問 内 容 

 平成27年8月1日から介護保険法及び関係法令の一部改正によ

り、介護サービス費の利用者負担を一律1割としていたものが、

一定以上所得者には2割の負担を求めることとなりました。 

負担割合は、市が被保険者に負担割合証を送付することで通知

しております。 

現状では、指定介護予防支援事業所又は居宅介護支援事業所が

利用者の負担額を算定するため被保険者本人に負担割合証の提

示を求めていますが、紛失等により確認できない場合は、当該事

業所から市への請求に基づき被保険者の負担割合の外部提供を

するものです。 

8月1日の負担割合の切り替え時には、約2,700名の対象者全員

へ通知するため、本人の同意により対応することが困難であり、

市からの外部提供が必要となります。 

また、今後についても被保険者本人に負担割合証の提示を求め

ますが、それが難しい場合は市からの外部提供により対応するも

のです。 

主 管 課 介護福祉課 
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